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議案第７６号 

熊谷市こども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例  

熊谷市こども医療費の助成に関する条例（平成１７年条例第１４０

号）の一部を次のように改正する。  

第３条第２項を削る。  

  附 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、令和７年１月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例の施行の日前に改正前の第３条第２項の規定に該当して

助成の対象としないこととされた者に係る医療費については、改正

後の熊谷市こども医療費の助成に関する条例の規定にかかわらず、

なお従前の例による。  

令和６年９月３日提出  

熊谷市長  小 林 哲 也

提案説明  

こども医療費の助成に係る対象者の見直しを行いたいので、この案

を提出するものであります。  
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議案第７７号 

熊谷市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

熊谷市国民健康保険条例（平成１７年条例第１６０号）の一部を次

のように改正する。 

第１６条中「第９項」を「第５項」に、「若しくは虚偽」を「又は虚

偽」に改め、「又は同条第３項若しくは第４項の規定により被保険者証

の返還を求められてこれに応じない場合」を削る。  

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、令和６年１２月２日から施行する。  

（経過措置）  

２ この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する

法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政

令（令和６年政令第２６０号）第９条の規定によりなお従前の例に

よることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の

適用については、なお従前の例による。  

令和６年９月３日提出 

熊谷市長  小 林 哲 也

提案説明  

「国民健康保険法」の一部改正に伴い、被保険者証の返還に応じな

い場合等における罰則に関する規定の整備を行いたいので、この案を

提出するものであります。  
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議案第７８号 

熊谷市営住宅条例の一部を改正する条例  

熊谷市営住宅条例（平成１７年条例第２２１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第６条第２項第８号イ中「第１０条第１項（」を「第１０条第１項

又は第１０条の２（これらの規定を」に改める。  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

令和６年９月３日提出  

熊谷市長  小 林 哲 也

提案説明  

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の一

部改正に伴い、拡充された退去等命令に係る被害者の入居資格を追加

したいので、この案を提出するものであります。  
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議案第７９号

熊谷市立児童クラブ条例の一部を改正する条例

熊谷市立児童クラブ条例（平成１８年条例第３６号）の一部を次の

ように改正する。  

別表熊谷市立妻沼西児童クラブの項の次に次のように加える。

熊谷市立第２妻沼西児童クラブ 熊谷市弥藤吾６９２番地３

附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。

令和６年９月３日提出

熊谷市長 小 林 哲 也  

提案説明

熊谷市立第２妻沼西児童クラブを新設したいので、この案を提出す

るものであります。
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議案第８０号 

熊谷市高齢者及び障害者住宅整備資金貸付条例を廃止する条例  

熊谷市高齢者及び障害者住宅整備資金貸付条例（平成１７年条例第

１５１号）は、廃止する。  

附 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例の施行の際現に廃止前の熊谷市高齢者及び障害者住宅整

備資金貸付条例（以下「旧条例」という。）第５条の規定により申

込みを行った者に係る旧条例第１条に規定する資金の貸付けについ

ては、旧条例の規定は、なおその効力を有する。  

令和６年９月３日提出 

熊谷市長  小 林 哲 也

提案説明  

高齢者及び障害者住宅整備資金の貸付けに関する事業を廃止したい

ので、この案を提出するものであります。  
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議案第８１号

熊谷市地域振興基金条例

（設置） 

第１条 旧市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

附則第２条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされる

同法第１１条の２第１項（東日本大震災等に伴う合併市町村に係る

地方債の特例に関する法律（平成２３年法律第１０２号）第２条の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による同項第３

号に掲げる基金として、熊谷市地域振興基金（以下「基金」という。）

を設置する。  

（積立て）  

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算（以下「予

算」という。）で定める額とする。  

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ

有利な方法により保管しなければならない。  

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券

に代えることができる。  

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して地域振興等の

ための事業（以下「事業」という。）の実施に必要な経費の財源に充

てるものとし、剰余金は、基金に編入するものとする。 

（繰替運用）  

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの

方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り

替えて運用することができる。  

（処分） 

ー6ー



第６条 基金は、事業の実施に必要な経費の財源に充てる場合に限り、

これを処分することができる。  

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項

は、市長が別に定める。  

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和６年９月３日提出

熊谷市長  小 林 哲 也

提案説明

「旧市町村の合併の特例に関する法律」に基づき、地域振興等の事

業に要する経費の財源に充てるため、熊谷市地域振興基金を設置した

いので、この案を提出するものであります。  
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議案第８２号

工事請負契約の締結についての変更について

工事請負契約の締結について（令和６年議決第３９号）の一部を次

のように変更することについて、議決を求める。

「４ 契 約 金 額  ３６０，８００，０００円」を

「４ 契 約 金 額  ３６４，２１０，０００円」に変更する。

令和６年９月３日提出

熊谷市長  小 林 哲 也

提案説明

熊谷市立玉井小学校教室棟中校舎改修建築工事に係る請負契約の金

額を増額したいので、この案を提出するものであります。
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議案第８３号

工事請負契約の締結についての変更について

工事請負契約の締結について（令和６年議決第４０号）の一部を次

のように変更することについて、議決を求める。

「４ 契 約 金 額  ３５９，２６０，０００円」を

「４ 契 約 金 額  ３６２，３４０，０００円」に変更する。

令和６年９月３日提出

熊谷市長  小 林 哲 也

提案説明

熊谷市立別府中学校管理棟改修建築工事に係る請負契約の金額を増

額したいので、この案を提出するものであります。
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議案第８４号

工事請負契約の締結についての変更について

工事請負契約の締結について（令和６年議決第４１号）の一部を次

のように変更することについて、議決を求める。

「４ 契 約 金 額  ３４９，５８０，０００円」を

「４ 契 約 金 額  ３５２，９９０，０００円」に変更する。

令和６年９月３日提出

熊谷市長  小 林 哲 也

提案説明

熊谷市立籠原小学校管理教室棟（Ｂ棟）改修建築工事に係る請負契

約の金額を増額したいので、この案を提出するものであります。
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議案第８５号

財産の取得について（追認）

次のとおり物品を取得したことについて、追認の議決を求める。

１ 目 的  小学校教師用指導書（平成２７年度取得分）の

配備

２ 品目及び数量  小学校教師用指導書 ３，８１１冊

３ 取 得 価 格  ３５，７１７，６５２円

４ 契約の相手方  熊谷市本町一丁目１４３番地

有限会社  杉浦書店

代表取締役 杉 浦 喜 好

令和６年９月３日提出

熊谷市長  小 林 哲 也

提案説明

熊谷市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第３条に規定する財産を取得したことにつき、追認を得たいので、

この案を提出するものであります。
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議案第８６号

財産の取得について（追認）

次のとおり物品を取得したことについて、追認の議決を求める。

１ 目 的  小学校教師用指導書（平成２７年度取得分）の

配備

２ 品目及び数量   小学校教師用指導書 ３，２０１冊

３ 取 得 価 格  ３１，０７５，２７２円

４ 契約の相手方   熊谷市鎌倉町１０５番地

株式会社  藤村書店

代表取締役 藤 村 誠 一

令和６年９月３日提出

熊谷市長  小 林 哲 也

提案説明

熊谷市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第３条に規定する財産を取得したことにつき、追認を得たいので、

この案を提出するものであります。
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議案第８７号

財産の取得について（追認）

次のとおり物品を取得したことについて、追認の議決を求める。

１ 目 的  小学校教師用指導書（令和２年度取得分）の配

備

２ 品目及び数量   小学校教師用指導書 ３，７２３冊

３ 取 得 価 格  ４４，４９３，９００円

４ 契約の相手方   熊谷市本町一丁目１４３番地

有限会社  杉浦書店

代表取締役 杉 浦 喜 好

令和６年９月３日提出

熊谷市長  小 林 哲 也

提案説明

熊谷市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第３条に規定する財産を取得したことにつき、追認を得たいので、

この案を提出するものであります。
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議案第８８号

財産の取得について（追認）

次のとおり物品を取得したことについて、追認の議決を求める。

１ 目 的  小学校教師用指導書（令和２年度取得分）の配

備

２ 品目及び数量   小学校教師用指導書 ２，８８７冊

３ 取 得 価 格  ３５，０６７，４５０円

４ 契約の相手方   熊谷市仲町７４番地

株式会社  八木橋

代表取締役 八木橋 宏 貴

令和６年９月３日提出

熊谷市長  小 林 哲 也

提案説明

熊谷市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第３条に規定する財産を取得したことにつき、追認を得たいので、

この案を提出するものであります。
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議案第８９号

財産の取得について（追認）

次のとおり物品を取得したことについて、追認の議決を求める。

１ 目 的  小学校教師用教科書準拠教材（令和２年度取得

分）の配備

２ 品目及び数量   小学校教師用教科書準拠教材 ２５２式

３ 取 得 価 格  ２５，５２８，８００円

４ 契約の相手方   熊谷市本町一丁目１４３番地

有限会社  杉浦書店

代表取締役 杉 浦 喜 好

令和６年９月３日提出

熊谷市長  小 林 哲 也

提案説明

熊谷市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第３条に規定する財産を取得したことにつき、追認を得たいので、

この案を提出するものであります。
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議案第９０号

財産の取得について（追認）

次のとおり物品を取得したことについて、追認の議決を求める。

１ 目 的  小学校教師用教科書準拠教材（令和２年度取得

分）の配備

２ 品目及び数量   小学校教師用教科書準拠教材 ２３１式

３ 取 得 価 格  ２３，４０１，４００円

４ 契約の相手方   熊谷市仲町７４番地

株式会社  八木橋

代表取締役 八木橋 宏 貴 

令和６年９月３日提出

熊谷市長  小 林 哲 也

提案説明

熊谷市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第３条に規定する財産を取得したことにつき、追認を得たいので、

この案を提出するものであります。
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議案第９１号

財産の取得について（追認）

次のとおり物品を取得したことについて、追認の議決を求める。

１ 目 的  小学校教師用指導書（令和６年度取得分）の配

備

２ 品目及び数量   小学校教師用指導書 ５，２０２冊

３ 取 得 価 格  ７５，４８６，４００円

４ 契約の相手方   熊谷市本町一丁目１４３番地

有限会社  杉浦書店

代表取締役 杉 浦 喜 好

令和６年９月３日提出

熊谷市長  小 林 哲 也

提案説明

熊谷市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第３条に規定する財産を取得したことにつき、追認を得たいので、

この案を提出するものであります。
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議案第９２号  

財産の取得について（追認）  

次のとおり物品を取得したことについて、追認の議決を求める。  

１ 目 的  小学校教師用指導書（令和６年度取得分）の配

備  

２ 品目及び数量   小学校教師用指導書 ３，９６５冊  

３ 取 得 価 格  ５８，７８５，１００円  

４ 契約の相手方   熊谷市仲町７４番地  

株式会社  八木橋  

代表取締役 八木橋 宏 貴  

 

令和６年９月３日提出  

熊谷市長  小 林 哲 也     

 

提案説明  

熊谷市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第３条に規定する財産を取得したことにつき、追認を得たいので、

この案を提出するものであります。  
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議案第９３号

財産の取得について（追認）

次のとおり物品を取得したことについて、追認の議決を求める。

１ 目 的  小学校教師用指導書（令和６年度取得分）の配

備

２ 品目及び数量   小学校教師用指導書 １，５２９冊

３ 取 得 価 格  ２６，３５２，２６０円

４ 契約の相手方   熊谷市妻沼１４６０番地１

有限会社  関口書店

取締役 関 口 晴 枝

令和６年９月３日提出

熊谷市長  小 林 哲 也

提案説明

熊谷市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第３条に規定する財産を取得したことにつき、追認を得たいので、

この案を提出するものであります。
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議案第９４号 

損害賠償の額の決定及び和解について 

市は、土地区画整理事業に係る道路冠水事故による損害賠償の額を

次のとおり定め、和解することについて、議決を求める。  

１ 損害賠償の額及び内容  

１，０２３，０００円 

自動車の時価相当額  

２ 損害賠償の相手方  

熊谷市石原７０５番地１ 

伊 藤 光 子 

３ 和解の内容  

市は、上記のとおり相手方に対し損害賠償する。  

令和６年９月３日提出  

熊谷市長  小 林 哲 也

提案説明  

令和６年４月９日（火）午前１０時３０分頃、相手方車両が自宅の

敷地から上石第一土地区画整理事業の施行地区内の道路に進入したと

ころ、当該事業の工事の影響による冠水のため、当該相手方車両が浸

水した。  

これにより、相手方車両を損傷させたため、自動車の時価相当額を

賠償し、和解したいので、この案を提出するものであります。  
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議案第９５号  

埼玉県後期高齢者医療広域連合規約の変更について  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規

定により、埼玉県後期高齢者医療広域連合規約を別紙のとおり変更す

ることについて、議決を求める。  

 

令和６年９月３日提出 

熊谷市長  小 林 哲 也     

 

提案説明 

「高齢者の医療の確保に関する法律」の一部改正に伴い、埼玉県後

期高齢者医療広域連合規約を変更することについて協議したいので、

地方自治法第２９１条の１１の規定により、この案を提出するもので

あります。 
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埼玉県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約  

 埼玉県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年指令市第２０７９

号）の一部を次のように変更する。  

 別表第１中「被保険者証及び資格証明書」を「資格確認書等」に改

める。 

附 則 

この規約は、令和６年１２月２日から施行する。  
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議案第９６号  

市道路線の認定について  

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、

別紙記載の路線を市道路線として認定することについて、議決を求め

る。  

 

令和６年９月３日提出  

熊谷市長 小 林 哲 也  

 

提案説明  

（仮称）道の駅「くまがや」整備事業により新設される道路等を市

道路線として認定したいので、この案を提出するものであります。  
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別紙

整理

番号 終 点 経過地

新堀字本村２６０番３５地先

新堀字本村３２２番１０地先
１

２

路　　線　　名

市道 11060 号線

市道 11061 号線

起 点 重要な

新堀字本村３２２番１０地先

新堀字本村３２２番１地先

４ 市道 30448 号線

５ 市道 70592 号線

３ 市道 11062 号線
玉井字五反畑１９７３番２２６地先

玉井字五反畑１９８０番７地先

大字小敷田字高根４９５番８地先

池上字稲荷前２１０番１地先

石原字羽黒１１５０番２２地先

石原字羽黒１１５０番２８地先
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